
The 9th Japan Vietnam Festival in Ho Chi Minh City 出展業務委託仕様書 

 

１ 業務名 

The 9th Japan Vietnam Festival in Ho Chi Minh City 出展業務 

 

２ 業務の目的 

本業務は、ベトナム最大規模の日越イベントであるThe 9th Japan Vietnam Festival in Ho 

Chi Minh City （以下、「第９回ＪＶＦ」という。）への出展を契機に、本市の魅力を発信し

て、関係人口・交流人口の増加を図るとともに、本市産品の輸出振興及びインバウンド観光拡

大を促すことを目的に業務を実施する。 

 

３ 契約期間 

契約締結の日から令和６年３月25日(月)まで 

 

４ 業務の概要 

(１) 第９回ＪＶＦ出展に係る手配・調整業務 

(２) 派遣職員等に係る手配業務 

(３) ガイド兼通訳及び第９回ＪＶＦ出展に係るブース補助スタッフ兼通訳等必要人員の手

配業務 

(４) 専用車両の手配業務 

（５） 通信環境の手配 

(６) 緊急時対応業務 

 

５ 業務の内容 

以下の内容について、本業務の目的を踏まえ実施すること。 

＜全体行程＞ 

月  日 地   域 内    容 

３月７日(木) 
羽田又は成田→ 

ベトナム(ホーチミン) 
出国、現地着(ホーチミン泊) 

３月８日(金) ベトナム(ホーチミン) 

会場設営、関係機関訪問 

夕方：福島県人会との会合 

(ホーチミン泊) 

３月９日(土) ベトナム(ホーチミン) 第９回ＪＶＦ出展(ホーチミン泊) 

３月10日(日) ベトナム(ホーチミン) 第９回ＪＶＦ出展(ホーチミン泊) 



３月11日(月) 
ベトナム(ホーチミン) 

→ 

関係機関訪問 

出国(機内泊) 

３月12日(火) →羽田又は成田 帰国 

※詳細な行程は、事業者決定後に協議の上決定する。 

 

＜出展イベント概要＞ 

・名  称： 「The 9th Japan Vietnam Festival in Ho Chi Minh City」 

・会  期： 令和６年３月９日(土)から３月10日(日)まで 

・開催時間： 10：00～20：00 ※開会式９日(土) ９：30予定 

・場  所： ホーチミン市 ９月23日公園 Ｂエリア 

・主 催 者： ホーチミン市人民委員会 

       Japan Vietnam Festival実行委員会 

 

＜ＪＶＦブースの概要＞ 

・小   間   数： ２小間 

・基本ブースサイズ： 3.0ｍ(Ｗ)×3.0ｍ(Ｄ)×2.2ｍ(Ｈ)(床面積9.0㎡) 

・派  遣 職  員： 郡山市(国際政策課、園芸畜産振興課、観光課)４名 

・事   業   者： 郡山市内事業者１社 最大３名 ※本市産品の試飲・販売 

・同   行   者： ＪＩＣＡ(郡山デスク)１名 ※本業務を支援 

・現  地 支 援  者： クレア(シンガポール事務所)１名 ※現地から本業務を支援 

 

(１) 第９回ＪＶＦ出展に係る手配・調整業務 

① ブース出展については、発注者がＪＶＦ日本事務局に申請するものとし、基本ブース

(２小間)の出展費用は事業費に含まれるものとする。 

なお、基本出展費用には、ブース出展１小間につき以下のものが含まれる。 

ア テント 

イ 長 机×１台 サイズ：1.2ｍ(Ｗ)×0.6ｍ(Ｄ)×0.75ｍ(Ｈ)／イス×２脚 

ウ 社名板×１個 

エ 照 明×１灯 

オ 電源コンセント(５Ａ)×１口 ※日本と同じＡ型 

カ 扇風機×１台 

キ ゴミ箱×１個 

ク ＯＡタップ(延長コード)×１個(※５ｍ ６コロ) 

ケ 出展者ＩＤ×５枚 

コ ＪＶＦ公式Facebook(ベトナム語)でのＰＲ投稿×１回 



サ 出展ブースの設置、撤去 

② ①のほか、ブース内に、以下のとおり備品を準備すること。 

ア 誘導サインスタンド×１台 

イ カタログスタンド(５段)×１台 

ウ 液晶テレビ(32型)×１台 

エ 放映用動画入りＵＳＢ(動画３本、4.5ＧＢ)×１本 

※動画は発注者から提供するものとする。(要返却) 

   オ レンタルストックヤード(パンフレット・ノベルティ等保管用)×１区画  

   カ 冷蔵庫×１台(24時間通電・電源アップグレード) 

キ その他必要と認められる備品 

  ③ ブースで配布するパンフレット及びノベルティ等の日本国内指定倉庫－ベトナム間に

おける輸送代については、その費用を事業費に含めるものとする。 

なお、パンフレット及びノベルティ等の制作、ＪＶＦ日本事務局への輸送申請及び日

本国内指定倉庫への発送は発注者が行うものとする。輸送品は、以下のとおりとする。 

ア 輸送品(量：100ｋｇ程度) 

 (ア) 観光パンフレット(ベトナム語版 ３種類) 

 (イ) ノベルティ商品 

 (ウ) カード(郡山市を紹介する動画のウェブ誘導用)  

イ 輸送品の管理 

 発注者が発送した資料等の荷物を第９回ＪＶＦ会場で確実に受け取り、管理をする

こと。 

④ 会期中、ブース全般についての責任者が１名常駐すること。なお責任者は、(３)の①

のガイド兼通訳と兼ねることができるものとする。 

⑤ 会期前日に、発注者が現場で設営・各種準備状況の確認を行うので責任者も立ち会う

こと。 

⑥ 責任者は、ブースにおけるパンフレット・ノベルティ配布、映像投影などの企画を円

滑に運営できるよう、全体進行管理すること。 

 なお、映像については、発注者より提供するものとする。  

⑦ 第９回ＪＶＦ来場者に対し、オンラインアンケート調査を実施すること。(想定質問数

20程度)アンケートについては、ＱＲコードパネル２枚及びベトナム語に翻訳したGoogle

フォームを作成し、会場に準備すること。ブース内でのアンケート調査は、(３)の②の

ブース補助スタッフ兼通訳の業務とする。 

  なお、アンケート調査項目は、発注者と協議の上、日本語で作成し、提案した後にベ

トナム語に翻訳すること。 

  また、アンケートのサンプル数は、非現実的な回答などを除き、最低300以上を確保し、

日本語での集計可能な状態とすること。 



⑧ 出展者ＩＤを必要数手配し、その費用を事業費に含めるものとする。 

なお、出展者は、郡山市職員含め９名程度を予定する。 

(２) 派遣職員等に係る手配業務 

① 渡航・交通手配 

派遣職員４名、事業者最大３名の渡航及び国内移動の手配を行うこと。 

なお、事業者の経費については、費用に含まないものとし、事業者へ別途請求するこ

と。 

ア 出国及び入国の空港は羽田空港又は成田空港を使用すること。 

イ 燃油付加運賃・空港諸税は、事業費に含むものとすること。 

ウ 航空券は直行便及び往復とすること。 

エ エコノミークラスでの手配とすること。 

オ 郡山駅から東京駅までのＪＲ新幹線(往復)及び東京駅から羽田空港又は成田空港ま

でのＪＲ在来線(往復)の切符を手配すること。 

カ 派遣職員の渡航費用、国内移動費用を事業費に含むものとすること。 

② 宿泊の手配 

派遣職員４名、事業者最大３名の宿泊の手配を行うこと。 

なお、事業者の経費については、費用に含まないものとし、事業者へ別途請求するこ

と。 

ア 滞在期間中のホテルは、シングルルーム（朝食付き)とすること。 

イ 宿泊ホテルは、ホーチミン市とし、第９回ＪＶＦ出展に利便性が高い等、地理的条

件を考慮すること。 

ウ 支払いやチェックイン等の手配業務を代行すること。 

エ 派遣職員の宿泊費用を事業費に含むものとすること。 

(３) ガイド兼通訳及び第９回ＪＶＦ出展に係るブース補助スタッフ兼通訳等必要人員の手

配業務 

以下の人員について、手配を行うこと。 

① 滞在中のガイド兼通訳の手配 

ア 滞在中のガイド兼通訳を１名手配すること。 

イ ガイド兼通訳は、ホーチミン空港で派遣職員を出迎え、第９回ＪＶＦ開催期間中は

派遣職員に同行すること。 

ウ ガイド兼通訳は３月７日から３月11日の計５日間の手配とすること。 

なお、ガイド兼通訳は、３月８日及び３月11日に、政府関係機関及び現地日本法人

を訪問する際のアテンド及び通訳を行うこと。 

エ ガイド兼通訳は、第９回ＪＶＦ出展ブースの運営や移動手段の調整など、業務及び

旅程が円滑に遂行できるよう管理すること。 

オ ガイド兼通訳は、第９回ＪＶＦ出展ブース全体の管理、通訳スタッフのディレクシ



ョンを行うこと。 

カ ア～オの手配においては、以下の(ア)～(ウ)に留意し手配すること。 

(ア) ガイド兼通訳の渡航費用・宿泊費・昼食費・交通費は事業費に含むものとする。 

(イ) 全日程を通して原則同一人物とすること。 

(ウ) ガイド兼通訳の通訳能力は、日常会話及び特産品や観光等に関する一般的な事

項について通訳が行えるレベル相当とすること。使用言語は日本語とベトナム語

とする。 

② ブース補助スタッフ兼通訳の手配 

ア 第９回ＪＶＦの会期中(２日間)において、ブース補助スタッフ兼通訳を手配し、常

時３名配置できる体制とすること。 

イ ブース補助スタッフ兼通訳に対して、郡山市の特産品及び観光に関する情報を事前

に提供するとともに、郡山市と通訳の事前打ち合わせを実施すること。 

ウ ア及びイの手配においては、以下の(ア)～(エ)に留意し手配すること。 

(ア) 通訳の昼食費・交通費は事業費に含むものとする。 

(イ) ①のガイド兼通訳とは別の者とすること。 

(ウ) ア及びイのブース補助スタッフ兼通訳は第９回ＪＶＦ会期中の３月９日から３

月10日の計２日間の手配とする。 

(エ) 通訳の通訳能力は、日常会話及び特産品や観光等に関する一般的な事項につい

て通訳が行えるレベル相当とすること。使用言語は日本語とベトナム語とする。 

③ その他の通訳 

ア ３月９日及び３月10日に、派遣職員が現地企業等を訪問しプロモーション活動を行

う場合、通訳を手配すること。   

イ 全行程のうち、事業者が現地企業を訪問し、営業活動を行う場合、事業者からの要

望に応じて通訳を手配すること。その場合の費用は事業費に含まないものとし、事業

者へ別途請求すること。 

ウ 通訳の通訳能力は、発注者のプロモーション活動に必要な通訳が行えるレベルであ

ること。使用言語は、日本語とベトナム語とする。 

(４) 専用車両の手配業務 

下記のとおり専用車両を手配すること。 

利用時間と行先(見込み)は、以下のとおりとする。 

なお、全行程のうち、事業者が現地事業者を訪問し、営業活動を行うにあたり、事業

者からの要望に応じて専用車両を手配すること。その場合の費用は事業費に含まないも

のとし、事業者へ別途請求すること。 

また、専用車両については、運転士１名を手配し、運転士は派遣職員と連絡が取れる

ように携帯電話を所持すること。 



月  日 主な行先(見込み)及び乗車人数 利 用 時 間 

３月７日(木) 
ホーチミン空港－ホテル間 

７名程度(郡山市４名、事業者３名) 
21：00～23：00 

３月８日(金) 

ホーチミン市内関係機関訪問 

９名程度(郡山市４名、事業者３名、

同行者１名、現地支援者１名) 

13：00～17：00 

福島県人会訪問 

９名程度(郡山市４名、事業者３名、

同行者１名、現地支援者１名) 

18：00～22：00 

３月９日(土) ホーチミン市内現地法人訪問(４名) 13：00～17：00 

３月10日(日) ホーチミン市内現地法人訪問(４名) 13：00～17：00 

３月11日(月) 

ホーチミン市内関係機関訪問 

９名程度(郡山市４名、事業者３名、

同行者１名、現地支援者１名) 

10：00～12：00 

ホテル－ホーチミン空港間 

７名程度(郡山市４名、事業者３名) 
21：00～23：00 

 ※詳細な訪問先は、事業者決定後に協議の上決定し、アポイントは発注者が行う。 

（５） 通信環境の手配 

  ① 無線LAN WiFiルーターを派遣職員４人分手配すること。 

  ② 現地団体等との連絡手段として使用するため、通話機能を有するスマートフォン又は

携帯電話を１台手配すること。 

(６) 緊急時対応業務 

① 緊急連絡網が整備され、工程の変更、不測の事故等に迅速に対応できること。 

② 航空券の遅延やキャンセル、派遣職員・関係者の新型コロナウイルス感染といった緊

急事態が起きた場合、代替手段を速やかに手配すること。 

なお、派遣職員及び事業者は、事前に海外旅行保険に加入するものとし、海外旅行保

険に係る費用は事業費に含まないものとする。 

 

６ 業務責任者の選任 

受注者は、業務委託内容の指示と確認、業務の調整を行うために、業務全体を総括的に指揮

する業務責任者を選任し、発注者にその氏名を書面で通知するものとする。 

これらの者を変更したときも同様とし、業務責任者は、委託業務現場における一切の事項を

処理するものとする。 

 

 



７ 指示事項の対処 

 業務実施に関して、監督員からの指示及び指摘事項については、速やかに対応するものとす

る。 

 

８ 秘密の保持 

 業務実施に当たって知り得た秘密を第三者に漏えいしてはならない。契約終了後も同様とす

る。 

 

９ 再委託の禁止 

 受注者は、業務の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。ただし、あらかじめ書面

により発注者の承認を得たときは、この限りでない。 

 

10 事故防止策 

受注者は、常に業務現場の状況把握や設備等の点検に努めるとともに、業務従事者へ必要な

安全教育を行い、事故防止に万全を期さなければならない。 

 

11 事故発生時の対応 

 業務の実施に際し事故等が発生した場合には、受注者は、現場の状況把握を行い、事故等の

状況について速やかに監督員に報告しなければならない。この場合において、被害拡大防止の

ためやむを得ない事情があると認められるときは、臨機に安全対策等の必要な措置を行わなけ

ればならない。 

 

12 留意事項  

(１) 本業務の業務スケジュールを作成し、市の承認を得ること。 

(２) 受注者は、業務の主要な区切りの時点において報告を行い、また作業の進捗について

打合せを行うこととし、修正のあった部分については速やかに対応すること。なお、打

合せに要する移動等の経費については、全て受注者の負担とする。 

(３) 仕様書の内容に変更が生じた場合には、発注者及び受注者の間において対応を協議す

ること。 

(４) 事業実施後、速やかに業務実施告書を作成し、提出すること。 

 (５) 本業務において受注者が取り扱う個人情報については、個人情報の保護に関する法律

(平成15年法律第57号)等の適用を受けることに留意し、その適切な管理のために、必要

な措置を講じること。 

 (６) 本業務成果品の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条に規定する権

利を含む。以下、同じ。)については、発注者に帰属するものとする。 

 (７) 本業務成果品について、第三者が権利を有する著作物(以下「既存著作物等」とい



う。)が含まれている場合には、受注者は、当該既存著作物等の使用に必要な費用の負担

及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。 

なお、著作権関係の紛争が生じた場合は、一切受注者の責任において処理するものと

する。 

 (８) 受注者は、本業務の履行に当たり、自己の責めに帰すべき事由により発注者に損害を

与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 

 (９) 受注者は、本業務の履行に当たり、受注者の行為が原因で利用者その他の第三者に損

害が生じた場合には、その賠償の責めを負うものとする。 

(10) 発注者に対する受注者の対応が不誠実と認められる場合、または、成果不十分と認め

られる場合には、契約期間の途中で契約を解除できるものとする。 

 

13 成果品 

(１) 提出物 

① 業務実施報告書(Ａ４版)×１部 

 ※第９回ＪＶＦ期間中の実施風景の記録写真を撮影し、添付すること。 

② 第９回ＪＶＦ来場者に対し実施したオンラインアンケート調査のスプレッドシート 

  ※電子メールで郡山市国際政策課(E-mail:kokusai-kouryuu@city.koriyama.lg.jp)あて

に送信すること。 

(２) 提出期限 

   令和６年３月25日(月) 午後５時 

 

14 提出場所 

郡山市文化スポーツ部 国際政策課(郡山市役所本庁舎５階) 

 

15 その他 

 本仕様書に定めのないものについては双方協議の上決定する。 


